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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラスチック材料の燃料タンクの壁の内側表面の所定の場所に取り付けられる燃料付属
品であって、前記所定の場所に取り付け可能な係合表面が形成される筺体を備え、前記係
合表面には、前記燃料タンクに前記燃料付属品を融接する融合素子が取り付けられ、前記
燃料付属品は、弁部材を支持するキャリアであり、前記融合素子は、シートの形態を有し
、前記筐体と前記壁の前記所定の場所との間に配置される溶接可能な運搬部材内に受容さ
れている、燃料付属品。
【請求項２】
　前記シートは、ディスク形状またはフラットリング形状である、請求項１記載の燃料付
属品。
【請求項３】
　前記弁部材は、前記係合表面に隣接する出口ノズルを有する、請求項１記載の燃料付属
品。
【請求項４】
　前記燃料付属品は、磁化可能な部材を備え、融接処理中、前記燃料付属品が磁力によっ
て前記燃料タンクの場所に引き付けられる、請求項１記載の燃料付属品。
【請求項５】
　複数の燃料付属品がキャリア部材に取り付けられる、請求項１記載の燃料付属品。
【請求項６】
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　プラスチック材料よりなり、請求項１から請求項５のいずれかに記載の少なくとも１つ
の燃料付属品が前記内側表面に取り付けられ、前記燃料付属品は、融接によって前記内側
表面の前記所定の場所に取り付けられる、燃料タンク。
【請求項７】
　プラスチック材料よりなる筺体を少なくとも有する燃料付属品をプラスチック材料より
なる燃料タンクに取り付ける方法であって、前記筺体には融合素子が取り付けられ、
　（ａ）前記燃料タンクの壁の内側表面の所定の場所に前記燃料付属品を位置決めするス
テップと、
　（ｂ）前記所定の場所に前記筺体の係合表面を接合するステップと、
　（ｃ）プラスチック材料を溶融するのに好適な温度まで加熱するために前記融合素子を
通じて電流を印加し、前記燃料付属品を前記燃料タンクに溶接するステップと、を備え、
　前記燃料付属品は、弁部材を支持するキャリアであり、
　前記融合素子は、前記筐体と前記所定の場所との間に配置される溶接可能な運搬部材内
に受容されている、
　方法。
【請求項８】
　プラスチック材料よりなる燃料タンクの壁の内側表面の所定の場所に燃料付属品を取り
付ける方法であって、前記燃料付属品には融合素子が予め取り付けられ、前記燃料付属品
の取り付けは、融接によって行われ、前記燃料付属品は、弁部材を支持するキャリアであ
り、前記融合素子は、前記燃料付属品と前記所定の場所との間に配置される溶接可能な運
搬部材内に受容されている、方法。
【請求項９】
　前記融合素子は、シートの形態を有し、前記シートは、ディスク形状またはフラットリ
ング形状である、請求項７または請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記弁部材は、前記燃料付属品の筐体の係合表面に隣接する出口ノズルを有する、請求
項７または請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　複数の燃料付属品がキャリア部材に取り付けられる、請求項７または請求項８記載の方
法。
【請求項１２】
　複数の融接が同時に行われる、請求項７または請求項８記載の方法。
【請求項１３】
　複数の燃料付属品の同時融接または燃料タンクに取り付けられた様々な弁部材が取り付
けられるシーティング／キャリアの同時融接を含む、多数の融接付属部品の制御のための
制御部が設けられる、請求項７または請求項８記載の方法。
【請求項１４】
　前記融合素子は、誘導によって印加される電流または取り外し可能な導電ワイヤを通っ
て印加される電流によって、加熱される、請求項７または請求項８記載の方法。
【請求項１５】
　融接は、前記燃料付属品と前記燃料タンクの壁部との一方に設けられた磁化可能な部材
によって前記燃料タンク内の壁部に前記燃料付属品を引き付け、係合する磁場を生成する
誘導電流によって励起される、請求項７または請求項８記載の方法。
【請求項１６】
　燃料付属品を燃料タンクの内壁の所定の場所に導入し、融接によって取り付ける操作装
置であって、前記操作装置は、前記燃料タンクに形成される開口部を通って前記燃料タン
クの内部空間に導入するアームとして構成され、前記燃料付属品は、溶接可能な運搬部材
内に受容されている融合素子を備え且つ弁部材を支持するキャリアであり、前記操作装置
は、複数の溶接パラメータの管理と多数の融接付属部品の制御とを行う制御部を有する、
操作装置。
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【請求項１７】
　前記制御部は、複数の燃料付属品の同時融接または前記燃料タンクに取り付けられた様
々な弁部材が取り付けられるシーティング／キャリアの同時融接のために設けられる、請
求項１６記載の操作装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラスチック材料の燃料タンクに取り付けられる燃料付属品、その燃料付属
品が取り付けられるプラスチック材料よりなる燃料タンク、プラスチック材料よりなる燃
料タンクに燃料付属品を取り付ける方法、および燃料付属品を燃料タンクに取り付ける操
作装置に関する。
【０００２】
　本明細書および特許請求の範囲で使用される「燃料付属品」といった用語は、燃料タン
ク（即ち、燃料システム構成要素）内に一般に取り付けられる全ての各種装置／金具、例
えば、異なるタイプの弁（通気弁、ロールオーバ弁、過充填断続弁（ｏｖｅｒ　ｆｉｌｌ
ｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｍｉｔｔｉｎｇ　ｖａｌｖｅｓ）等）、液体トラップ、ゲージ、フィ
ルタ等、および、燃料タンクに取り付けられ、様々な弁部材が取り付けられるシーティン
グ／キャリアを意味する。
【背景技術】
【０００３】
　各種弁および様々な他の装置が車両の燃料タンク内に一般に取り付けられる。弁の筺体
を快適に収容する大きさの開口部（ａｐｅｒｔｕｒｅ）を形成し、溶接、熱溶接、様々な
固定部等の各種手段によって弁を固定して取り付けることで、燃料タンク内に燃料付属品
を接続することが一般的な方法である。
【０００４】
　しかしながら、この配置は幾つかの欠点を有する。最初に、上述の配置の結果として、
燃料付属品の一部分がタンクの外表面から突出し、更に、タンクの外表面に取り付けられ
た状態で延在する燃料付属品間に幾つかの管が典型的に延在する。
【０００５】
　第２に、筺体と、幾つかの電気配線または管が結合されることが多い燃料付属品の筺体
との間に好適な密閉配置を設けることが必要である。
【０００６】
　したがって、タンクに形成する開口部の数を可能な限り少なくする傾向が強まっており
（理想的には１つ）、結果的に、関連する弁および接続部を有する通気システムは、可能
な限りタンク内に移動させられる。
【０００７】
　車両用燃料タンクに関わる別の深刻な問題は、燃料タンクおよびこれに関連する燃料付
属品からの燃料浸透速度を最小にするといった、環境関連団体および環境関連局の益々高
まる要求である。この要求により、燃料付属品と燃料タンクとの間で本質的に浸透性のな
い接続を確実にするために新しい接続手段が必要となる。
【０００８】
　したがって、燃料炭化水素に対して十分に低い浸透速度を有し、弁が好適な密閉配置で
タンクに嵌め込まれるか、あるいはタンクの内壁表面に熱溶接される、多層プラスチック
燃料タンクを製造することが一般的になってきている。
【０００９】
　車両用燃料タンクへの弁の接続に関する別の問題は、弁の有効動作レベル、即ち、弁が
閉じるレベル（カットオフまたは遮断レベルとも呼ばれる）と、弁が再び開くレベルとに
関する。この動作レベルを管理する事柄の１つは、特に、車両において著しく重要な、ス
ペースの消費である。それにより、「デッドスペース」、すなわち「最大燃料レベル」と
燃料タンクの上壁との間のスペースが最小に減少されることが必要となり、このデッドス
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ペースを増大しないように注意しなくてはならない。
【００１０】
　幾つかの特許は、燃料タンクへの弁の燃料不浸透式な取り付けに取り組んでいる。例え
ば、特許文献１、特許文献２および特許文献３は、燃料タンクに形成される開口部を通っ
て延在する弁本体と、ポリマー燃料タンクの外表面に溶接するために弁本体に取り付けら
れまたは一体化される溶接可能な接続部分と、を備える様々な溶接可能な弁組立体を開示
する。
【００１１】
　燃料タンクに弁を取り付ける別の方法は、タンクの２つの対になる半分を熱成形し、弁
を押し付けることで行われ、全ての他の燃料付属品は、まだ部分的に溶融された状態で成
形直後にタンクの壁に押し付けられる。そして、このタンクの２つの対になる半分が互い
に対して取り付けられ溶接される。同方法は時間がかかり、更に、タンクの２つの対にな
る半分が溶接線を通って漏れ、あるいは浸透するという深刻な危険性がある。
【００１２】
　デッドスペースを最小化することに関わる異なるコンセプトは特許文献４に開示されて
いる。特許文献４は、流体タンク内に完全に受容される筺体を備える燃料弁を開示してお
り、１つの適用法によると、弁の筺体は、対応する受容部内に固定して受容するステム部
材がタンクの上壁に形成される状態で、その最上部分に形成される。第２の適用法による
と、弁の筺体は、対応する第２の接続部材と係合するよう適応される第１の接続部材が、
例えばスナップタイプ（ｓｎａｐ－ｔｙｐｅ）接続でタンクの上壁と一体の状態で、その
上の部分に形成される。
【００１３】
　燃料タンクに燃料付属品を取り付ける更に別の方法は、いわゆる「シップインザボトル
（ｓｈｉｐ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｂｏｔｔｌｅ）」技法に取り組む特許文献５に開示され、タ
ンクのブロー成形中、１つ以上の弁および他の燃料付属品は、支持金具（キャリア部材）
によって支持され、それにより、タンクが成形されると熱溶接によって支持金具と一体化
される。これは、複雑かつ費用のかかる処理である。
【特許文献１】米国特許第５，４０４，９０７号明細書
【特許文献２】米国特許第６，０３５，８８３号明細書
【特許文献３】米国特許第６，２８９，９１５号明細書
【特許文献４】国際公開第０１／０７８０６　Ａ１号パンフレット
【特許文献５】米国特許出願公開第２００１／００１３５１６　Ａ１号明細書
【発明の開示】
【００１４】
　本発明は、略燃料が浸透しないように燃料タンク内に燃料付属品を接続するコンセプト
を提供することを第１の目的とする。本発明は、燃料タンク、または略燃料を浸透しない
ように燃料タンクに取り付けられる装置、およびそれを実行する方法を提供することを更
なる目的とする。
【００１５】
　（発明の概要）
　本発明の第１の態様によると、プラスチック材料よりなり、その壁の内側表面に少なく
とも１つの燃料付属品が取り付けられた燃料タンクであって、前記燃料付属品は、素子間
を延在する融合素子によって容易化される融接によって、前記内側表面の所定の場所に取
り付けられる、燃料タンクを提供する。特定の実施の形態によると、燃料付属品の１つと
、燃料タンクの内側表面の場所とには、いずれかの構成要素と一体化され、あるいは付加
される融合素子（「溶接挿入部」としてもしばしば称される）が取り付けられる。
【００１６】
　融接は、プラスチック製の構成要素、即ち、それぞれ好適なプラスチック材料（例えば
、熱可塑性）よりなる燃料タンクの内壁の場所および燃料付属品の一部分が互いに対して
取り付けられ、少なくとも１つの接合表面の温度が材料の融点より高く上昇した場合に生
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ずる。冷却する際、構成要素は互いに対して溶接されたままである。
【００１７】
　本発明の第２の態様によると、プラスチック材料よりなる燃料タンクの内壁部分の場所
に取り付けられる燃料付属品であって、前記場所に取り付け可能な係合表面が形成される
筺体を備え、前記係合表面の少なくとも一部分がプラスチック材料よりなり、燃料タンク
に燃料付属品を融接する融合素子が取り付けられる、燃料付属品を提供する。
【００１８】
　本発明の第３の態様によると、プラスチック材料よりなる燃料タンクに燃料付属品を取
り付ける方法であって、燃料付属品の１つと燃料タンクの内側表面の場所とには融合素子
が取り付けられ、燃料付属品の取り付けが融接によって行われる、方法を提供する。
【００１９】
　本発明の第４の態様によると、燃料タンクの内壁の場所に燃料付属品を融接により導入
および取り付ける操作部であって、タンクに形成される開口部を介して燃料タンクの内部
空間に導入するアームとして構成される、操作部を提供する。
【００２０】
　本発明の上記態様に以下の特徴が適用可能である。
　　Ａ）融合素子は、燃料付属品の筺体および燃料タンクの壁部のいずれか一方に嵌合さ
れ、または予め嵌合される。代替的には、融合素子は、燃料付属品の筺体と燃料タンクの
壁部との間に別個に配置される。この融合素子は、例えば、燃料付属品の筺体と燃料タン
クの壁部との間に配置されるディスク状の部材内に埋め込まれる等、溶接可能な運搬部材
内に受容される。それにより、融合素子を加熱すると運搬部材が溶融して両面で溶接し、
取り付け部を形成する。
　　Ｂ）融接素子は、対応する形状の溝内に埋め込まれうる螺旋状または波状に形成され
るフィラメントである。しかしながら、融合素子は、例えば、ディスク状の素子、フラッ
トリング素子等の異なる形状を有するシートの形態でもよい。
　　Ｃ）融合素子は、融合素子から延在する導電性ワイヤを介して印加される電流によっ
て作動される。典型的には、このワイヤは、融合素子から容易に取り外し可能である。
　　Ｄ）融合素子は、誘導を介して印加される電流によって作動される。
　　Ｅ）燃料付属品の１つと燃料タンクの場所とには、磁化可能な部材が取り付けられ、
それにより、融接処理中、燃料付属品は磁力によって燃料タンクの場所に引き付けられる
。誘導電流は、燃料付属品を壁部に引き付けて係合し、融接するための磁場を生成するよ
うに使用されてもよい。
　　Ｆ）融合素子は、燃料付属品アプリケータの対応する電流ソケットによって係合可能
な導電素子を介して印加される電流によって作動される。
　　Ｇ）燃料付属品は、燃料付属品アプリケータによって燃料タンクの場所に導入され、
融接処理中に支持可能に保持される。この燃料付属品アプリケータは、一実施の形態では
、タンクに形成される開口部を通じて燃料タンクの内部空間に導入するアームとして構成
される操作部の形態である。他の実施の形態によると、この操作部は、燃料付属品を支持
し、好適な電気供給配置で壁部に対して位置決めし、装置の別の部分が燃料タンクの対向
する壁部分を圧迫する、好適な装置の形態にある。選択的には、操作部は、電流を印加す
るように燃料付属品の対応するソケットに接続する電気ソケットを備える。
　　Ｈ）燃料付属品は、例えば、異なるタイプの弁（通気弁、ロールオーバ弁、過充填断
続弁等）、燃料トラップ、ゲージ、フィルタ等、および、燃料タンクに取り付けられ、様
々な弁部材が取り付けられるシーティング／キャリアのような、燃料タンク内に嵌合され
る各種素子の１つ以上の素子でもよい。
　　Ｉ）燃料付属品の筺体の少なくとも上部分および燃料タンクの壁部分は、熱溶接可能
であり、融接に適している好適なプラスチック材料（例えば、ポリエチレン－ＰＥ）より
なる。
　　Ｊ）オプションとして、燃料付属品は圧力感知装置、例えば、応力ゲージまたはマイ
クロスイッチを用いてタンクの壁表面と係合され、燃料付属品が燃料タンクの壁としっか
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りと且つ正確に係合されることが確実となる。
　　Ｋ）幾つかの溶接パラメータを管理し、多数の融接付属部品、例えば、幾つかの燃料
付属品、または燃料タンクに取り付けられ様々な弁部材が取り付けられるシーティング／
キャリアの同時溶接を制御する制御組立体が設けられる。
【００２１】
　したがって、本発明は、融接によって燃料タンクの内側表面の壁部に燃料素子を取り付
ける方法を提供し、更に、このような取り付けに好適な燃料付属品および燃料タンクを提
供し、このような取り付けを実行する方法と当該方法に有用な装置とを提供することを目
的とする。
【００２２】
　本発明は、燃料弁を参照して詳細な説明で以下に説明されるが、本実施の形態に本発明
の範囲は制限されず、添付の特許請求の範囲に定められる本発明の範囲および精神内で全
ての変更態様および実施の形態が網羅されることは理解されるであろう。
【００２３】
　（発明の詳細な説明）
　以下に、本発明を理解し、本発明をどのように実施するかを知るために、添付の図面を
参照し非限定的な例を用いて幾つかの実施の形態を説明する。
【００２４】
　壁部２２で燃料付属品、即ちロールオーバ弁２０が取り付けられる熱可塑性材料よりな
る燃料タンク（完全には図示せず）の上壁部分１０を示す図１Ａを最初に参照する。
【００２５】
　図面および説明において、以降、弁の形態にある燃料付属品を参照するが、燃料付属品
といった用語は、広義に使用され、中でも、異なるタイプの弁、液体トラップ、ゲージ、
フィルタ等、および燃料タンクに取り付けられ且つ弁部材等を支えるキャリアとして理解
されるべきである。
【００２６】
　本例では、燃料付属品２０は、熱可塑性材料よりなる筺体２４と、弁の構成要素を定位
置で保持するスナップ式密閉部材２８とを備えるロールオーバ弁である。
【００２７】
　更に、図１より、燃料タンクの壁部分１０に弁を取り付けるためのいずれの接続手段も
必要ないことが分かる。これにより、有効なデッドスペース、即ち、最大液面とタンクの
上壁との間のスペースが最小に維持され、出口ノズル３０が燃料タンクの上壁１０の底面
３２の下から隣接して右に延在する。しかしながら、燃料タンクの壁にはいずれの開口部
も形成されず、したがって、燃料蒸気が最小に維持されることに注意する。
【００２８】
　上述したとおり、弁２０は、融接によって燃料タンクの上壁１０に取り付けられ、コイ
ル融合素子３６によって容易化される。コイル融合素子３６は、特定の例示される実施の
形態では、弁２０の上部係合面４０に設けられる対応するコイル路３８に収容される。
【００２９】
　上部係合面４０は、本例では平坦である壁部の外形に対応する外形を有し、十分な接触
面を確保することに注意する。
【００３０】
　更に、図１Ｂおよび図２Ａより、コイル融合素子３６は、電流をコイルフィラメントに
印加する２つの導電性脚部材４２Ａおよび４２Ｂを有することが分かる。弁２０の筺体２
４は、溝４４Ａおよび４４Ｂを用いてその上部分で嵌合され、この溝を介して導電性脚部
は突出する。これにより、導電性脚部は、以下に説明するように導電ワイヤまたは他の導
電手段によってかみ合わされる。
【００３１】
　別の代替例（図示せず）によると、融合素子は、例えば、燃料付属品の筺体と燃料タン
クの壁部との間に配置されるディスク形状の部材に埋め込まれた溶接可能な運搬部材内に
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受容されてもよい。これにより、融合素子が加熱されると、運搬部材は溶融され、その両
面で溶接されて取り付け部となる。
【００３２】
　図３Ａには、弁５０が示されている。融合素子５２は、弁筺体５６の上壁部分に形成さ
れる対応する溝５４内に受容される波状フィラメントの形態にあり、導電性脚部５８Ａお
よび５８Ｂは、図６Ａを参照して以下に説明するように、筺体５６の一部分に沿って形成
される対応する溝６０Ａおよび６０Ｂを通って延在し、且つ、電流アプリケータとそれぞ
れ係合するように電気ソケット６２Ａおよび６２Ｂまで延在する。
【００３３】
　図３Ｂは、融合素子６３が筐体の境界に沿って延在し、筐体の周囲部分６５を通って突
出する脚部６４を介して電流供給源と係合可能な開いたリング状のシートの導電材料の形
態にあるという点を除いて、上述の図３Ａと関連して開示したものに類似する弁５０’を
示している。しかしながら、シート状で他の形状の融合素子も可能であることは理解され
るであろう。
【００３４】
　更に、筺体（図１および図２Ａにおいて参照番号２４、図３において参照番号５６）に
は環状の突出肩部（ｐｒｏｊｅｃｔｉｎｇ　ｓｈｏｕｌｄｅｒ）７０が取り付けられ、そ
の目的は、図６Ａおよび図６Ｂを参照して以下で明らかになるであろう。
【００３５】
　図２Ｂでは、６６において弁２０が融接によって燃料タンクの上壁１０の底面３２の壁
部２２にどのようにして溶接されるかが示される。融接は、融合素子、即ち金属コイル３
６を介して電流を印加して、弁２０を表面３２に対して保持しながら熱可塑性材料をその
融点より高い温度まで加熱し、溶融材料を冷ますことで実行される。これにより溶接部が
得られる。
【００３６】
　異なるパラメータ、例えば、融合素子のフィラメントの厚さおよび強度、螺旋状または
波状のパターンおよび強度、それぞれの素子内の収容溝の深さ、プラスチック材料のタイ
プ、溶接可能部分の大きさ、ならびに融合素子を介して印加される電流の大きさは、融合
処理を調整する。更に、燃料付属品の形状および大きさに依存して、１つ以上の融合中心
（ｆｏｃｕｓ）が適用されてもよく、即ち、大型のキャリア部材の場合、幾つかの溶接部
が形成される。
【００３７】
　別の実施形態による燃料弁７６の実施の形態が例示される図４を参照するに、コイル融
合素子８０が筺体７８の上部分に取り付けられ、その下に筺体７８の上部分内に埋め込ま
れる金属部材８２（代表例においてディスク）が設けられる。この配置によれば、融合処
理中、融合素子８０への電流は、誘導コイル部材８６を介して印加される誘導によって励
起され、ディスク８２に作用する磁力も生成させ、筺体７８全体は、燃料タンクの上壁部
分９２の底面９０としっかりと係合されるように引き付けられる。
【００３８】
　本実施の形態の変更態様（図示せず）によると、ディスク８２は燃料付属品の筺体７８
内に埋め込まれず、弁のスペース９６に嵌め込まれ、融接処理が完了した後に取り除かれ
る。
【００３９】
　図５Ａおよび図５Ｂに例示する実施の形態は、燃料付属品、即ち弁１００の一般的な構
成について前述の実施の形態と異なり、更に、燃料タンクの上壁部分１０２には弁１００
の筺体の上部分をぴったりと受容するように合わせられる突出する弁受容形成部（ｖａｌ
ｖｅ　ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）１０４が形成されている。これにより
、溶接処理中に弁を支持する必要がなくなる。
【００４０】
　本実施の形態では、融合素子は、弁１００の筺体の上部分１０８について同軸に延在す
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るコイルフィラメント１０６である。選択的に、上部分１０８には、融合素子１０６を受
容するための対応するコイル路（図示せず）が形成される。
【００４１】
　図５Ａおよび図５Ｂに示す配置は、燃料タンクの上壁１０２の底面１１０と、弁１００
内の最大液面との間の最小限のデッドスペースを確保する。
【００４２】
　図６Ａは、操作部１４８を用いて、燃料タンクの上壁部分１４４の底面１４２に燃料付
属品１４０を融接する処理を示す。
【００４３】
　燃料付属品１４０は、図１Ｂおよび図２Ａの弁２０に対応し、筐体１４８を備えている
。筐体１４８には、環状の肩部１５０と、導電性脚部１５８Ａおよび１５８Ｂが筺体１４
８の上部分に形成される溝１６０Ａおよび１６０Ｂから横方向に突出する状態でコイル融
合素子１５６を受容するコイル路１５４とが形成されている。
【００４４】
　融接処理中、弁１４０は、操作部１４８の燃料付属品アプリケータ１６８の受容部１６
６内に配置される。
【００４５】
　動作において、操作アームは、燃料タンクに形成される開口部（典型的には、タンクに
形成される燃料ポンプ開口部または他のいずれかの好適な開口部）を通って導入される。
ここで、弁１４０は、環状の肩部１５０がアプリケータの上表面１７０を圧迫する状態で
、受容部１６６内に受容される。一方、導電性の脚部１５８Ａおよび１５８Ｂは、電源１
８０にそれぞれ好適な導電ワイヤ１７６Ａおよび１７６Ｂによって接続される操作部１４
８の電気ソケット１７２Ａおよび１７２Ｂに係合される。
【００４６】
　弁の筺体１４８の上表面を燃料タンクの上壁１４４の底面１４２に接触させると、電流
がソケット１７２Ａおよび１７２Ｂを通ってそれぞれ融合素子１５６の導電脚部１５８Ａ
および１５８Ｂに印加される。これにより、プラスチック材料が溶けるまで熱がコイルで
発生される。次に、電流は、溶融プラスチック材料を冷ますように停止され、融接が得ら
れる。
【００４７】
　図６Ｂの実施形態では、操作部１８６は、電流を印加するために使用されるのではなく
、燃料タンクの上壁１９０の適当な壁部に弁１８８を位置決めし、融接処理中に適当な圧
力を加えるために使用される点を例外として、図６Ａに示す操作部に類似する。しかしな
がら、この特定の実施例では、融合素子１９４は、外部誘導コイル１９８によって印加さ
れる誘導を介して印加される電流により加熱される。
【００４８】
　図６Ａおよび図６Ｂの両方の実施形態では、操作部１４８および１８６は、それぞれ融
接領域が冷まされた後に取り除かれる。
【００４９】
　図６Ｃを参照するに、本発明による全ての実施の形態に示されるように、融接素子２０
２が取り付けられた燃料弁２００が例示される。溶接部に弁２００を正しく位置決めし、
燃料タンクの内壁面２０４との正しい表面接触を確実にするために、ピストン組立体２１
０が設けられ、その一端部２１２は燃料タンクの底壁２１４を圧迫し、その上部引込み可
能な部材２１６には弁受容部２１８および適当な電流伝達手段（図示せず）が取り付けら
れる。この配置によれば、弁２００に軸方向の力を与えるように上部材２１６がコイルば
ね２２０によってばね付勢され、それにより、上部材２１６は、溶接処理中にタンクの内
壁面２０４と正しく係合される。ピストン組立体は、例えば、電磁石、油圧、空気圧等の
ような様々な手段によって作動されてもよい。
【００５０】
　図６Ｄの実施の形態では、関連する融接素子２２２を有する弁２２０は、伸張可能な「



(9) JP 4939233 B2 2012.5.23

10

20

30

40

はさみ式」機構２２８の受容部２２４内に受容される。はさみ式機構２２８において、一
方の脚部分は燃料タンクの底壁部分２３２を圧迫する支持部材２３０を有し、この機構の
脚部分を引込めることで受容部２２４の垂直方向の移動を引き起こし、好適な力を加えな
がら燃料タンクの内壁面２３６と同一平面上に弁２２０を位置決めすることができる。し
たがって、上述した通り、融接素子に電流を印加することで融接を引き起こす。
【００５１】
　図７を更に参照する。融接処理中に燃料付属品、例えば弁２４０が燃料タンクの対応す
る壁部分２４２と正確に且つしっかりと係合することを確実にするために、本実施の形態
では操作アーム２５０の端部に取り付けられる、例えば応力ゲージまたはマイクロスイッ
チの形態にある圧力表示計２４６が設けられてもよい。しかしながら、このような圧力表
示手段またはセンサは、他の場所に取り付けられてもよい。
【００５２】
　図８は、２つの燃料付属品、即ち弁２６０Ａおよび２６０Ｂがどのようにして燃料タン
クの内壁面２６４に同時に嵌め込まれるかを例示している。この配置では、２つの誘導コ
イル部材２６６Ａおよび２６６Ｂが、対応する弁２６０Ａおよび２６０Ｂの溶接場所に合
わせて位置決めされ、誘導コイル部材２６６Ａおよび２６６Ｂと、弁２６０Ａおよび２６
０Ｂとに電流を同時に印加する制御部Ｃが設けられている。この配置は、大型の燃料付属
品（例えば、燃料のタンクの内壁に取り付けられ、それぞれの燃料付属品が上記キャリア
に取り付けられるキャリア部材の場合のような別個の弁ではなく）に好適である。
【００５３】
　幾つかの実施の形態を例示し説明したが、開示を制限するためのものではなく、全ての
実施の形態、変更態様および配置は、添付の特許請求の範囲に定義する発明の精神および
範囲内であることは理解されるであろう。
【００５４】
　例えば、融合素子は、燃料素子の１つまたは燃料タンクの壁部と一体化されてもよく、
あるいは、燃料付属品または壁部のいずれか一方に形成される好適な受容部内に導入され
てもよい。別の代替例によると、融合素子は、単に燃料付属品と壁部との間に導入される
に過ぎない。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１Ａ】融接によって取り付けられる燃料弁が取り付けられたタンクの領域における燃
料タンクの一部分の側面図
【図１Ｂ】図１Ａに示す組立体の分解等角図
【図２Ａ】本発明による燃料弁の実施の形態の上面等角図
【図２Ｂ】図１Ａに示す燃料弁および壁部の縦断面図
【図３Ａ】本発明の他の実施の形態による燃料弁の上面等角図
【図３Ｂ】本発明の他の実施の形態による燃料弁の上面等角図
【図４】本発明の実施の形態による燃料弁の融接中の燃料タンクの一部分の概略的な側断
面図
【図５Ａ】本発明の別の実施の形態による燃料弁が取り付けられた燃料タンクの一部分の
概略的な側断面図
【図５Ｂ】図５Ａの組立体の分解側断面図
【図６Ａ】本発明の異なる実施の形態による融接処理を概略的に示す図
【図６Ｂ】本発明の異なる実施の形態による融接処理を概略的に示す図
【図６Ｃ】本発明の異なる実施の形態による融接処理を概略的に示す図
【図６Ｄ】本発明の異なる実施の形態による融接処理を概略的に示す図
【図７】係合圧力制御配置が設けられる本発明の変更態様を示す図
【図８】燃料タンク内の２つの弁の同時組立を概略的に示す図
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【図６Ｃ】

【図６Ｄ】
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